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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 
 １ 森林整備の現状と課題 

本町は鳥取県の西南部に位置し、東には別名伯耆富士とよばれる大山がそびえている。この大山山麓は国

立公園に指定されており、また、町中央部には南北に県内三大河川の一つである日野川が流れている。 

本町の総面積は１３，９４５ha であり、森林面積は９，６３１ha で総面積の６９％を占めている。民有

林面積は８，６７９ha で森林面積の約９割を占め、そのうち人工林の面積は３，６９１haで人工林率４１％

となっている。この本町の約７割を占める森林は、水資源の確保や山地災害の防止、地球温暖化現象の緩和

など生活に密着した非常に重要な役割を果たしており、これらの機能をさらに発揮させるために適切な森林

整備を推進することが重要である。 

しかしながら、国産材需要の低迷、経営コストの上昇、林業従事者の減少、高齢化等に起因して林業生産

活動が全般にわたって停滞し、間伐、保育等の森林整備が適正に実施されていない森林が増加している。こ

のため、町、森林組合、森林所有者等が一体となって計画的に間伐、保育などの森林整備を積極的に進め、

その基盤となる路網を推進する。更に今後は近年の国民の要請を踏まえ、花粉発生源対策を加速化するとと

もに、森林組合等による施業の実施体制の整備、森林組合又は林業関連事業体の育成、関連施策の積極的活

動等を図り森林整備の目標達成に努める。 

また、近年の松くい虫により伐期前の松枯れ被害が目立っており、松くい虫防除及び樹種転換など総合的

な林業施策により森林を守る必要がある。 

 

２ 森林整備の基本方針 

森林の整備に当たっては、森林の持つ多面的機能（注１）を総合的かつ高度に発揮させるため、各機能の

充実と機能間の調整を図り、適正な森林施業の実施により健全な森林資源の維持増進を図る。 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

森林の有する機能 望ましい森林資源の姿 

水源かん養機能 

 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富

んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて

浸透を促進する施設が整備されている森林。 

山地災害防止機能 

／土壌保全機能 

 下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が差し込み、下層

植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林

であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。 

快適環境形成機能 

 樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮断能力が高く、かつ風害、潮

害等の諸被害に対する抵抗性が高い森林及び汚染物質の吸着能力が高く、

かつ抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成されている森林｡ 

保健・レクリエーショ

ン機能 

 自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種からなり、住

民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、湖沼、渓谷等の観光

的に魅力のある自然景観を有する森林や、必要に応じてキャンプ場や自然

公園等の保健・教育活動に適した施設が整備されている森林。 

文化機能 

 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成し

ている森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されてい

る森林。 

生物多様性保全機能 

  全ての森林が発揮するものであるが、属地的に機能が発揮されるものを

示せば、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林。陸域・

水域にまたがり特有の森林が生育・生息する渓畔林等、その土地固有の生

物群集を構成する森林。 

木材等生産機能 

 林木の生育に適した森林土壌を有し、適切な林分密度を保ち、形質の良

好な林木からなる成長量の多い森林であり、林道等の生産基盤が適切に整

備されている森林。 
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注１：本計画においては、森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖

化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能のことを「森林の有する多面的機能」と表現し、このう

ち、林産物の供給に関する機能以外の機能を「森林の有する公益的機能」と表現する。 

注２：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は

異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待されるときに必ず

しも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。 

注３：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化

炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であるこ

とに留意する必要がある。 

 

（２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

森林の区分 森林整備及び保全の基本方針 

水源かん養機能 

 洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間

伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とすると共

に、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとす

る。また、自然条件や町民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林にお

ける針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進することと

する。 

 ダム等の利水施設上流部等において、水源かん養の機能が十全に発揮さ

れるよう、適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止機能／土

壌保全機能 

 災害に強い基盤を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上

で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進するとともに、高齢級

の森林への誘導を推進することとする。また、自然条件や町民のニーズ等

に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。 

 集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂

の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な

管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要があ

る場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。  

快適環境形成機能 

 地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の

浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進す

る施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。 

 快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮

等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとする。 

保健・レクリエーショ

ン機能 

  町民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や町民のニーズ等

に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。 

 また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することと

する。 

文化機能 

 美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。 

 また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進するこ

ととする。 

生物多様性保全機能 

 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域に

またがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が

求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林と

して保全することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮し

た適切な保全を推進することとする。 

木材等生産機能 

 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林

の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、階級の林木を生育させるため

の適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本として、将来にわた

り育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を

行う。 

 この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進すること

を基本とする。 
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３ 森林施業の合理化に関する基本方針 
森林所有者に対する施業内容やコストの提案を行うなど、普及・啓発活動を強化し、森林所有者や森林経

営の受委託者等の合意形成を図ることで、森林施業の共同化及び森林経営の受委託等を促進する。 
また、地形に合った機械作業システムの導入・定着やオペレーターの養成、林業労働者の確保・育成を図

り、低コスト化や効率的な路網整備を行うこととする。 
  さらに、航空レーザ測量等のリモートセンシングによる高精度なデータやドローン等を活用した「スマー

ト林業」の推進により森林経営の効率化を図る。 
 
Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 
１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

立木の標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標、制限林の伐採

規制等に用いられるものである。ただし、標準伐期齢に達した時点で森林の伐採を義務付けるものでは

ない。 

具体的には、伯耆町の区域内に生育する主要樹種ごとに、下表に示す林齢を基礎として、伯耆町の区

域内の標準的な自然条件にある森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、

平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定めるものとする。 

なお、長伐期施業を行う場合の伐採林齢は、標準伐期齢のおおむね２倍程度以上を目安とすること。 

地  区 
樹       種 

ス ギ ヒノキ マ ツ その他針 クヌギ その他広 

伯耆町全域 40年 45年 35年 45年 10年 20年 

  

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 
主伐に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月 16 日付 2 林整

整第 1157 号林野庁長官通知）、「伐採作業と造林作業の連携等に関する指針」及び「主伐と更新等に関

する手引き」（令和元年６月 21 日付第 201900081662 号鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推

進課長通知）を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこととす

る。この際、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木の樹高程

度の幅を確保することとする。また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選

定することとする。特に、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促進する。 

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を勘案して

伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保

存、種子の結実等に配慮することとする。 

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持並びに渓流周辺

及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置する

こととする。 

   ア 皆伐 

（ア）皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、

適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、

的確な更新を図ることとする。また、皆伐によるものについては、伐採面積の規模に応じて少なく

ともおおむね 20 ha ごとに保護樹帯を設けるものとする。 

（イ）皆伐の時期については、標準伐期齢を越えた森林が急増する森林構成を踏まえ、公益的機能の発
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揮に留意しつつ、持続可能な木材等資源の利用を図ることとし、多様な木材需要に対応した林齢で

伐採するものとする。 

（ウ）伐採跡地については、ぼう芽による更新が確実な林分を除き、適確な更新により裸地状態を早急

に解消するため、気候、土壌等の自然条件に適合した樹種を早期に植栽するものとすること。 

また、ぼう芽による更新を行う場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき、

植込みを行うこととする。 

（エ）皆伐後天然更新を行う場合は、１か所当たりの伐採面積及び伐採箇所は人工造林の場合に準ずる

が、更新を確保するため伐区の形状、母樹の保存等について配慮し、ぼう芽更新の場合は、良好な

ぼう芽を発生させるため 10 月から３月までの間に伐採するものとすること。人工林の生産目標ご

との主伐の時期は、下表の期待径級を目安として定めるものとする。  
 

地 域 
 

樹 種 
 

生産目標 
 

期待径級(cm) 

伯耆町全域 

ス ギ 

 
  心持ち柱材 

 
      18 

 
  一般建築材 

 
    26 

 
  造 作 材 

 
    34 

ヒノキ 

 
  心持ち柱材 

 
      18 

 
 一般建築材 

 
    26 

 
  造 作 材 

 
      34 

マ ツ 

 
  一 般 材 

 
    18 

 
  梁 桁 材 

 
    28     

イ 択伐 

（ア）択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、

一定の立木材積を維持するものとし、単木・帯状又は群状を単位として、伐採区域全体でおおむね

均等な割合で行うものとする。 

（イ）森林の生産力及び公益的機能の増進が図られる林型に誘導することを目標に適正な繰り返し期間

とし伐採率は 30％以下（伐採後の造林が人工植栽による場合にあっては 40％以下）を基準とする。 

 
  ３ その他必要な事項 
   特になし 
 

第２ 造林に関する事項 
１ 人工造林に関する事項 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植

栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林とし

て維持する森林において行うこととする。 
   花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特

定苗木をいう。以下同じ。）の植栽、広葉樹の導入等に努めることとする。 
 
  （１）人工造林の対象樹種 

人工造林及び天然更新補助作業の対象樹種は、下記に示すとおりであり、植栽に係る樹種については、

スギは沢沿い～斜面下部（南斜面の乾燥した土壌を除く。）、ヒノキは斜面中～上部を基本として選定す

る。 
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区 分 
樹   種   名 備 考 

針 葉 樹 広 葉 樹  

人工造林の対象樹種 スギ、ヒノキ、マツ クヌギ、コナラ、ケヤキ、キハダ等  

 なお、苗木の選定に当たっては、特定苗木などの成長や形質に優れた苗木や花粉の少ない苗木の導

入に努めることとする。 

 

（２）人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

植栽本数は、下記に示す植栽本数を基礎として、既住の植栽本数及び施業体系を勘案して決定する

ものとする。 

樹 種 仕立て方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備 考 

ス ギ 
中仕立て ３，０００  

疎仕立て １，５００  

ヒノキ 
中仕立て ３，０００  

疎仕立て １，５００  

マ ツ 
中仕立て ３，０００  

疎仕立て １，５００  

広葉樹 中仕立て ４，０００  

なお、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員

又は伯耆町の林務担当部局等に相談の上、適当な植栽本数を判断するものとする。 

    イ その他人工造林の方法 

        人工造林は下記に示す方法を標準として行うものとする。 

区分 標準的な方法 

地拵えの方法 植え付けの障害となる雑草木、ササ類等の刈り払い及び伐採木の末木枝

条を取り除き、苗木の植え付けを容易にする。 

 急傾斜地においては、伐採木の株を利用して末木枝条で棚積みを行い、

雪崩や山地崩壊の防止を図る。 

植付けの方法 苗木の生長活動の盛んな時期の植え付けは避け、春植えにおいては苗木の

生長が始まる直前に、また、秋植えにおいては苗木の生長が終わるころに行

う。 

気候その他の自然条件及び既住の植え付け方法を勘案して定めるととも

に、適期に植え付けるものとする。なお、コンテナ苗の活用や伐採と造林の

一貫作業システム、低密度植栽の導入に努めるものとする。 

樹下植栽の標準的方

法 

複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽については、「人工造林の植栽

本数」において定めた本数に下層木以外の立木の伐採率を乗じた本数以上

を植栽すること。 

  

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林資源の積極的な造成とともに、林地の荒廃を防止するため、植栽によらなければ適確な更新が困

難な森林と定めている伐採跡地では、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以

内に造林を行うこととする。ただし、択伐により広葉樹林化、針広混交林化等の多様な森林へ誘導する

場合は、伐採が終了した日を含む翌年度の初日から起算して５年以内に造林を行うこととする。 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林以外の伐採跡地では、伐採が

終了した日を含む翌年度の初日から起算して５年後までに適確な更新がなされない場合は、その後２年
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以内に造林を行うこととする。 

 

２ 天然更新に関する事項 

  （１）天然更新の対象樹種 

天然更新対象樹種 アカマツ 

 ぼう芽による更新が可能な樹種 ブナ、クヌギ、コナラ、ケヤキ、キハダ等 

   

（２）天然更新の標準的な方法 

    ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹種 期待成立本数 

アカマツ、ブナ、

クヌギ、コナラ、

ケヤキ、キハダ等 

「天然更新完了基準」（平成 19 年６月 18 日付第

200700047753 号鳥取県農林水産部林政課長通知）に

定める期待成立本数による 

    イ 天然更新の標準的な方法 

     天然更新補助作業の標準的な方法 

区分 標準的な方法 

地表処理 
ササの繁茂や枝条の堆積等により、天然下種更新が阻害されている箇所について

は、掻き起こしや枝条処理等を行い、種子の定着及び発育の促進を図るものとする。 

刈出し 
天然幼稚樹の生育がササ等の下層植生によって阻害されている箇所については、幼

稚樹の周囲を刈り払い幼稚樹の成長の促進を図るものとする。 

植込み 
天然下種更新及び萌芽更新の不十分な箇所については、経営目標等に適した樹種を

選定して植込みを行うものとする。 

芽かき 
萌芽更新を行った箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応じて優良芽を

１株あたり２本残すものとし、それ以外を掻き取ることとする。 

    ウ その他天然更新の方法 

     天然更新の完了については、「天然更新完了基準」（平成 19 年６月 18 付第 200700047753 号鳥取県

農林水産部林政課長通知）を用いるものとし、更新すべき立木の本数に満たず、天然更新が困難であ

ると判断される場合には天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図ることとする。 

   

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

天然更新によるものは、森林の有する公益的機能の維持及び早期回復のため、早期に更新を図るも

のとし、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を経過する日までに更新の完

了基準に基づき、県又は町による更新状況の確認を受けるものとする。更新補助作業が必要な場合、

森林所有者等は芽掻き、刈出し、補植等を行い確実な更新が図られるよう努めることとする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

   現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲約

100ｍ以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林を基本とする。 

 

（２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 
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ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要な幼稚樹の生育

状況、林床や地表の状況、病害虫などの被害の発生状況等の観点から、天然更新が期待できない森林

については、伯耆町森林整備計画においてその基準を定め、植栽により適確な更新を確保することと

する。 

     なお、人工林については原則として伐採後は植栽による更新を行うものとする。 

 

  ４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

  （１）造林の対象樹種 

    ア 人工造林の場合 

人工造林及び天然更新補助作業の対象樹種は、下記に示すとおりであり、植栽に係る樹種について

は、スギは沢沿い～斜面下部（南斜面の乾燥した土壌を除く。）、ヒノキは斜面中～上部を基本として

選定する。 

区 分 
樹   種   名 備 考 

針 葉 樹 広 葉 樹  

人工造林の対象樹種 スギ、ヒノキ、マツ クヌギ、コナラ、ケヤキ、キハダ等  

 なお、苗木の選定に当たっては、特定苗木などの成長や形質に優れたものの導入や少花粉スギ等花

粉症対策に資する苗木の導入を検討するよう努めることとする。 

    イ 天然更新の場合 

天然更新の対象樹種 アカマツ 

 ぼう芽による更新が可能な樹種 ブナ、クヌギ、コナラ、ケヤキ、キハダ等 

 

（２）生育しうる最大の立木の本数 

「天然更新完了基準」（平成 19年６月 18 日付第 200700047753 号鳥取県農林水産部林政課長通知）で

定める期待成立本数とし、その本数に 10 分の３を乗じた本数以上の本数（ただし、草丈に一定程度の

余裕高を加えた樹高以上のものに限る。）を更新する。 

 

  ５ その他必要な事項 

   特になし 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

間伐及び保育は、これまで造成されてきた人工林を健全な状態に維持していく上で必要不可欠な作業

であることから、適切な時期及び方法により積極的に推進することとする。 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

間伐とは、原則として、林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が林地を覆ったようになり、

うっ閉し（樹冠粗密度が 10 分の８以上になること）、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目

的樹種の一部を伐採して行う伐採の方法であって、材積にかかる伐採率が 35％以下であり、かつ、伐採

年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年後においてその森林の当該樹冠粗密度が 10 分の８以

上に回復することが確実であると認められる範囲内で行うものとする。 

原則として、間伐の間隔は、スギの標準伐期齢未満で 10 年、標準伐期齢以上で 15 年、ヒノキの標準伐

期齢未満で 10年、標準伐期齢以上で 20年とする。 

森林の立木における生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示す内容を
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基礎とし、既往における間伐の方法を勘案して、立木の競合状態等に応じた間伐の開始時期、繰り返し期

間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項を定めること。 

間伐の繰り返し期間、間伐率の設定に当たっては、人工林の齢級構成、直近の間伐の実施状況を考慮し、

保育間伐の遅れが著しい森林に対しては、気象災害に十分注意すること。 

高齢級間伐（７齢級以上の間伐）について、既往の長伐期施業（大径材）だけでなく、保育の遅れた森

林について、積極的に導入するよう定めること。 

   また、施業の省力化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努めること。 
 
 
 樹 種 
 

 
 
施業体系 
 

 
       間 伐 時 期 （年） 

 
 
   間伐の方法 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  初 回  

 
  ２回目  

 
  ３回目  

 
  ４回目 

 
 ス ギ 
 
     

 
 大径材 

 
 15 ～ 20 

 
 25 ～ 30 

 
 35 ～ 45 

 
 50 ～ 60 

 
原則としてスギ林分密 
 
度管理図を利用する 

 
 一般材 

 
 15 ～ 20 

 
 25 ～ 35 

 
 

 
 

 
 ヒノキ 
 
 

 
 大径材 

 
 15 ～ 20 

 
 25 ～ 30 

 
 40 ～ 50  

 
 60 ～ 70 

 
原則としてヒノキ林分 
 
密度管理図を利用する 

 
 一般材 

 
 15 ～ 20 

 
 25 ～ 35 

 
 

 
 

 （注）ヒノキの疎仕立ての場合は、初回間伐を省略することができる。 

 

  ２ 保育の種類別の標準的な方法 

森林の立木における生育の促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を基礎とし、既往におけ

る保育の方法を勘案して、時期、回数、作業方法その他必要な事項を定めるものとすること。 

樹 種 
保育の 

 
種 類 

実   施   年   齢 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16～20 21～25 26～30 

ス ギ 
 

ヒノキ 

下刈り ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △         

つる切       ← △ →  ← △ →      

除 伐         ← ○ →   ← △ →   

雪起こし ←     △         →    

枝打ち           ←  ○  → ← △ → 

    （注） △は必要に応じて実行する。 

下刈りの実施時期については、樹種の生育状況や植生の種類、植生高により判断するものとし、状況に

応じて下刈りの回数を削減、実施期間の短縮ができるものとする。 

町内の間伐又は保育が適正に実施されていない森林であって、これらを早急に実施する必要のあるもの

については、実施すべき間伐又は保育の方法及び時期について具体的に定め、積極的に推進を図るものと

すること。 

 

  ３ その他必要な事項 

   特になし 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

  １ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法 

森林の有する公益的機能に応じ、当該森林の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及

び当該区域内における森林施業の方法について、地域森林計画で定められた公益的機能別施業森林等の整

備に関する事項を踏まえ、保安林など法令に基づき森林施業の制限を受ける森林の所在、森林の立地条件、

森林の有する機能に対する地域の要請、既往の森林施業体系等を勘案し定める。 

（１）水源のかん養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（以下、水源かん養維持

増進森林という。） 
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    ア 区域の設定 

水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森

林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林、水源かん養機能の評価

区分が高い森林など水源のかん養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表

１により定める。 

    イ 森林施業の方法 

伐期の延長を推進すべき森林として、主伐の時期を標準伐期齢に 10年を足した林齢以上とし、皆

伐によるものについては伐採面積の規模を縮小し、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図る

こととする。以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域については、別表２によ

り定める。 

    【伐期齢の下限】 

 

 

 

 

 

 

（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源かん養維持増進森林以外の森林 

    ア 区域の設定 

次の①～③の森林など、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能

又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表１により定める。 

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林 

      土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防指定地

周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、

山地災害防止機能が高い森林等。 

     ② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

      飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防風保安林、防雪保安林、防霧保安林、防火保安林や、町民

の日常生活に密接な関わりを持ち、塵等の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止す

る効果が高い森林、生活環境保全機能の評価区分が高い森林等。 

     ③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

  保健保安林、風致保安林、都市緑化法に規定する緑地保全地域、及び特別緑地保全地区、都市公

園法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係わる森林、キャンプ

場・森林公園等の施設を伴う森林などの町民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体と

なり優れた自然景観等を形成する森林、保健文化機能の評価区分が高い森林等。 

イ 森林施業の方法 

地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに

天然力も活用した施業、風や騒音等の防備や大気の浄化のための有効な森林の構成の維持を図るため

の施業、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配

慮した施業を推進する。 

このため、次の①～③の森林のうち、これらの公益的機能の維持増進を特に図る必要がある場合に

は、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定めるものとする。 

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林

区域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ その他針 
クヌギ 

コナラ 
その他広 

伯耆町 ５０年 ５５年 ４５年 ５５年 ２０年 ３０年 
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は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主伐の時期を標準伐期齢のおおむね２倍以

上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。 

なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に、地域独自の

景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を

育成する森林施業を行うことが必要な場合には、これを推進する。 

アの①～③までに掲げる森林の区域のうち、公益的機能の維持増進を図るため、以下の伐期齢の下

限に従った森林施業、その他森林施業を推進すべきものを、当該推進すべき森林施業の方法ごとに別

表２に定めるものとする。 

① 地形の傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所又は山腹の凹曲部等地表流下水、

地中水の集中流下する部分をもっている箇所、地質が基岩の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節

理又は片理が著しく進んだ箇所、土壌等が火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い

土壌から成っている箇所、土層内に異常な滞水層がある箇所、石礫地から成っている箇所、表土

が薄く乾性な土壌から成っている箇所等の森林等。 

② 都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相をなしている森林、

市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、騒音防止等の機能を発揮

している森林等。 

③ 湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅葉等の優れた森林

日を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、キャンプ等の保健・文

化・教育的利用の場として特に利用されている森林のうち、保健・レクリエーション機能及び文

化機能の発揮が特に求められる森林等。 

【長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限】 

 

 

 

 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における

施業の方法 

（１）区域の設定 

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、木材等生産機能の

評価区分が高い森林で、自然的条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林に

ついて、木材の生産機能の維持増進を図る区域とする。また、このうち林地生産力及び施業の効率性

が特に高い地域を「特に効率的な施業が可能な森林の区域」として定める。 

 

（２）森林施業の方法 

木材等林産物を継続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び方法

を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の

集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。また、「特に効率的な施業が可

能な森林の区域」においては、人工林の伐採後は原則植栽による更新を行う。 

 

  ３ その他必要な事項 

   （１）施業実施協定の締結の促進方法 

 講演会及び説明会等による施業実施協定の制度周知を図り、施業実施協定の参加を促進する。 

 

   （２）その他 

区域 
樹種 

スギ ヒノキ マツ その他針 クヌギ その他広 

伯耆町 ６４年 ７２年 ５６年 ７２年 １６年 ３２年 
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特になし 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関す方針 

森林施業を適切に行っていない森林所有者が多い地域にあっては、林業事業体や森林組合等による経営

の受委託を促進する。この際、施業内容やコストを提案し、施業意欲を喚起するよう努めるものとする。

また、特に、不在村森林所有者の多い地域では、当該所有者に対する普及・啓発活動を強化し、森林経営

委託の推進に努める。 

また、森林クラウドの活用や林地台帳、地籍調査との連携により、森林境界の明確化を進め、所有者情

報や施業履歴などの森林情報を整備・管理するとともに、施業の集約化に取り組む者に対する施業の受委

託等に必要な情報の提供及び公開に努めることにより、県内の動向を把握し、森林経営の規模の拡大を図

ることとする。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

森林所有者等への長期の施業の委託等森林の経営の委託の働きかけ、森林の経営の受委託等を担う林業

事業体等の育成、施業の集約化に取り組む者に対する森林の経営の受委託等に必要な情報の提供、助言及

びあっせんに努め、森林の施業又は経営の受託等による経営規模の拡大を促進する。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

間伐等の森林施業に加え、路網整備や森林保護に関する項目を含む内容で森林経営の受委託等を行う。 

その際、森林の技術や知識を有した者と契約締結を進めるよう留意する。 

 

４ 森林の経営管理制度の活用に関する事項 

森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。

以下同じ。）を森林所有者自らが実行できない場合には、町が経営管理の委託を受け、林業経営に適した

森林について意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、再委託できない森林及び再委託に至る

までの間の森林については町が自ら経営管理を実施する森林経営管理制度の活用を促進するものとする。 

 

５ その他必要な事項 

特になし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

流域内の森林で、団地的まとまりのある地域については、県、市町村、森林組合等の林業事業体が連携

して森林施業の団地化の普及啓発活動を行い、周知を図るとともに、森林組合等の事業体による森林所有

者等の合意形成活動と施業提案活動を推進する。併せて、今後、間伐等の適切な整備及び保全を推進する

ための条件整備として、境界の整備など森林管理の適正化を図るものとする。 
 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

間伐、路網整備などの共同化を重点的に実施する。その推進にあたっては森林組合との連携、不在村森

林所有者への働きかけを行うこととする。 

 

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

施業実施の共同化を効果的に促進するため、路網、土場、作業場等の施設の設置及び維持管理の方法並

びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にすること。また種苗の共同購入等共同して行う施業の実施

方法についてもあらかじめ明確にすること。さらに、明確にした事項につき遵守しないことにより、他の
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共同施業実施者に不利益を被らせ又は施業実施の共同化の実効性が損なわれることのないよう、あらかじ

め、施業の共同実施の実効性を担保するための措置について明確にすること。 

 

４ その他必要な事項 

特になし 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

（単位 ｍ／ｈａ） 

区分 作業システム 
路網密度 

基幹路網 細部路網 全体 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 

作業システム 
３５～５０ ６５～２００ １００～２５０ 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 

作業システム 
２５～４０ 

５０～１６０ ７５～２００ 

架線系 

作業システム 
０～３５ ２５～７５ 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 

作業システム 
１５～２５ 

４５～１２５ ６０～１５０ 

架線系 

作業システム 
０～２５ １５～５０ 

急峻地 

（35°～） 

架線系 

作業システム 
５～１５ ― ５～１５ 

 

  ２ 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

林班ごとに傾斜、地質、路網整備の状況等を勘案し、木材生産機能、人工林の分布状況から判断し、基

幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域を設定する。 

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

（１）基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、林道規

程（昭和 48 年４月１日林野道第 107 号林野庁長官通達）及び鳥取県林業専用道作設指針（平成 23

年３月 31 日第 201000207814 号）に則り開設することとする。 

また、林道整備の目的等を踏まえ、森林・林業及び林道整備の特性、現場条件等を勘案して、構造・

規格等を決定するとともに、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する

森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備（路網改良を含む。）を推

進することとする。 
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イ 基幹路網の整備計画 

開設 

／ 

拡張 

種類 区分 
位置 

市町村 
路線名 延長及び箇所数 

利用区 

域面積 

前

半

５

カ

年

の 

計

画

箇

所 

備考 

開設 自動車道 林道 伯耆町 芳谷 0.6km - 1箇所 182ha   森林管理道 

開設 自動車道 林道 伯耆町 二子 1.5km - 1箇所 139ha   森林管理道 

開設 自動車道 林道 伯耆町 熊谷 1.5km - 1箇所 76ha   森林管理道 

開設 自動車道 林道 伯耆町 鬼住山 0.7km - 1箇所 195ha   森林管理道 

開設 自動車道 林道 伯耆町 下代 1.3km - 1箇所 102ha   森林管理道 

開設 自動車道 林道 伯耆町 焼杉下代 2.5km - 1箇所 140ha   森林管理道 

拡張 舗装   伯耆町 越敷野原 1.1km - 1箇所 38ha   その他 

拡張 改良   伯耆町 中祖高丸 2.4km - 1箇所 76ha  その他 

拡張 舗装   伯耆町 中祖高丸 2.4km - 1箇所 76ha  その他 

拡張 改良   伯耆町 丸山上ノ原 0.5km - 1箇所 60ha   その他 

拡張 舗装   伯耆町 芳谷 1.8km - 1箇所 182ha   その他 

拡張 改良   伯耆町 二子 1.0km - 1箇所 139ha   その他 

拡張 改良   伯耆町 鬼住山 2.0km - 1箇所 195ha  その他 

拡張 舗装   伯耆町 鬼住山 2.0km - 1箇所 195ha  その他 

拡張 改良   伯耆町 根雨原 2.0km - 1箇所 56ha   その他 

拡張 舗装   伯耆町 根雨原 2.0km - 1箇所 56ha   その他 

拡張 改良  伯耆町 郷原 0.02km ‐ 1箇所 82ha  その他 

拡張 改良  伯耆町 田代 0.01km ‐ 1箇所 302ha  その他 

拡張 改良  伯耆町 日野金城 0.22km ‐ 1箇所 62ha  その他 

拡張 改良  伯耆町 鎌倉山 0.1km ‐ 1箇所 95ha 〇 幹線 

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

森林環境保全整備事業実施要領（平成 14 年３月 29 日付け 13 林整整第 885 号林野庁長官通知）、民

有林林道台帳について（平成８年５月 16 日 8 林野基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者

を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

（２）細部路網に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道等の開設について、基幹路網との関連の考え方や丈夫で簡易な規 

格・構造の路網を整備する観点等から鳥取県林業専用道作設指針（平成 23 年３月 31 日第

201000207814 号）及び鳥取県森林作業道作設指針（平成 23 年３月 31 日第 201000193342 号）に則り

開設することとする。 

イ 細部路網の維持管理に関する事項 

 鳥取県森林作業道作設指針（平成 23 年３月 31 日第 201000193342 号）等に基づき、森林作業道が

継続的に利用できるよう適正に管理する。 
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４ その他必要な事項 

   特になし 

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

  （１）林業に従事する者の養成及び確保の方向 

本町の林家の大部分は、経営規模が 5ha 未満の小規模所有者であり、林業のみで生計を維持すること

は困難である。従って、森林施業の共同化・合理化を進めるとともに、農業との複合経営による経営の

健全化及び安定化を目標とし、林道、作業路等の路網整備による生産コスト及び労働強度の低減を図る

こととする。 

また、森林組合については、高性能林業機械の積極的な導入により、作業の効率化に努めるとともに、

作業班の編成を拡充することにより体質改善を図り、組合員と密着した協同組合としての機能を充分に

発揮できるよう、各種事業の受委託の拡大及び労務班の雇用の通年化と近代化に努めることとする。 

 

  （２）林業労働者及び林業後継者の育成方策 

    ア 林業労働者の育成 

林業労働者の主たる就労の場である森林組合の各種事業の受委託の拡大等を図りつつ、労務班員の    

労働安全の確保、各種社会保険への加入等就労条件の改善に努めるとともに、林業従事者に対し技術

研修会等を開催し、林業技術の向上や各種資格を取得するための条件整備を行うこととする。 

    イ 林業後継者等の育成 

林業後継者については、労働条件の厳しさや収入の不安定により現状では期待できないため、森林

組合への期待が非常に大きい。 

県内外の木材市況の動向把握に努め、情報提供するとともに、木材消費の開拓について検討するこ

ととし、林業経営の魅力を高めるように努めることとする。 

また、各種林業補助施策の導入について検討することにより、林業の活性化と林業従事者の生活環

境の整備を図るとともに、林業技術等の啓発、普及及び後継者の育成に努めることとする。 

 

  （３）林業事業体の体質強化方策 

林業事業体の体質強化については、林業における重要な役割を果たしている森林組合の施業の共同化

による受注体制の整備により、経営の多角化等を通じた事業量の拡大を図ることにより就労の安定化、

近代化を図ることとする。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

（１）林業機械化の促進方向 

 林業労働者の減少及び高齢化の傾向の中、生産性の向上、労働強度の軽減及び生産コストの低下を図

るためには林業の機械化は必要不可欠であり、傾斜地の多い地形や樹種等に対応した機械の導入を図る

ものとする。 
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  （２）高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

作業の種類 現状 将 来 

伐 倒 

造 材 

集 材 

日野川流域 

ﾁｪﾝｿｰ 

林内作業車 

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 

ﾌﾟﾛｾｯｻ 

高性能大型架線系 

(ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ、ﾊｰﾍﾞｽﾀ) 

造 林 

保育等 

地拵え、下刈り 人力、ﾁｪﾝｿｰ、刈払機 ﾁｪﾝｿｰ、刈払機 

枝打ち 人力、枝打機 ﾘﾓｺﾝ自動枝打機、背負い式枝打機 

 

  （３）林業機械化の促進方策 

 林業における安全性の確保及び生産コストの低減を図るため、以下のとおりに推進する。 

① 森林組合によるタワーヤーダー、ハーベスタ等の高性能林業機械の導入 

② 森林組合を中心とした枝打ち作業等による森林施業の機械化を推進 

③ 間伐の早急な実施を推進するため、森林組合の林内作業車、集材機等の導入 

② 高性能林業機械のオペレーターを養成するため、県の実施する研修会への積極的参加。 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

本町における素材の流通・加工については、森林資源の成熟度が低いことから、いずれも小規模、分散

的であり、流通・加工コストの低減が重要な課題である。 

このため、間伐を中心に伐採の計画的実行によりロットの確保を図るとともに、間伐材の確保に努める

こととする。また、合法伐採木材の流通促進の観点から、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及

び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進める。 

特用林産物のうち本町の特産品であるシイタケについては、二部、日光地区において生産が積極的に行

われているが、いずれも小規模であり、原木ほだ木の安定供給、経営共同合理化及び品質の向上、直売も

含めた販路の拡大に努め生産振興を図る。 

また、自然食品志向に着目し、これまで利用されなかった樹木や山菜等を地域の新たな資源として見直

し、利用方法を開発することとする。 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（１）区域の設定 

   該当なし 

 

（２）鳥獣害の防止の方法 

ニホンジカの被害対策は、特に人工植栽が予定されている森林を中心に行うこととし、次のア又は

イに掲げる鳥獣害防止対策を行政機関、森林組合及び森林所有者等が連携し実施することとする。 

ア 植栽木の保護措置 

防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモ

ニタリングの実施等を行う。 

イ 捕獲 

わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等
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の銃器による捕獲等の実施を行う。 

 

 ２ その他必要な事項 

  特になし 

 

第２ 森林病害虫等の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

森林病害虫等による被害の早期発見及び早期駆除に努めることとする。特に松くい虫による被害につ

いて的確な防除の推進を図るとともに、被害の状況に応じ、被害跡地の復旧、抵抗性を有するマツ又は

他の樹種への計画的な転換を図ることとする。防除実施計画については、森林病害虫等防除法に規定す

る諸計画等による。 

なお、森林被害虫等のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、有識者の意

見を聞きつつ、町長の判断により伐採の促進に関する指導等を行うこことする。 

 

（２）その他 

特になし 

 

２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

放置された里山や竹林は、野生鳥獣の緩衝帯としての機能を失い、イノシシやツキノワグマ等の集落へ

の出没や農業被害を誘発させているため、森林内の刈り払いや除伐等を行うことにより、緩衝帯としての

機能を回復させ、野生鳥獣が出没しにくい環境づくりに努めることとする。 
 

３ 林野火災の予防の方法 

レクリエーション等による森林の利用が増大する中で、林内への入込者が多い地域を重点に、火災予防

等に関する啓発のための看板を設置する。また、森林保全巡視指導員等により巡視を実施し、火災予防の

啓発指導をはじめ、保安林の巡視、違法行為の発見と指導、病害獣害その他災害の発見等に努めるものと

する。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

火入れを行う場合は、森林法第２１条第２項各号に掲げる目的に該当することとし、伯耆町林野等の火

入れに関する条例に則し行うものとする。 

 

５ その他必要な事項 

（１）病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分 

該当なし 

 

（２）その他 

特になし 
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Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

１ 保健機能森林の区域 

森林の所在 森林の林種別面積(ha) 
備考 

位 置 林小班 合 計 人工林 天然林 無立木地 竹 林 その他 

丸山 

1803-286 

（岸本） 

5-A 
44.47 28.90 15.57     

 

  ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

施業の区分 施 業 の 方 法 

造 林 
自然環境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、択伐施業・特定広葉

樹育成施業等多様な施業を積極的に実施する。 

保 育 
利用者が快適に散策等を行なえるよう適度な林内照度を維持するため、間伐・保育

等の施業を実施する。 

伐 採 景観に配慮し不要木の伐採は必要最小限にとどめる。 

その他  

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

 （１）森林保健施設の整備 

    特になし 

 

  （２）立木の期待平均樹高 

樹 種 期待平均樹高(m) 備 考 

ス ギ 

ヒノキ 

マ ツ 

その他広葉樹 

    １６ 

    １５ 

    １５ 

     ６ 

 

 

 ４ その他必要な事項 

   特になし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、以下の事項において適切に計画すること。 

ア 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

イ 公益的機能別施業森林の施業方法 

ウ 森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及び共同して森林施業を実施する上で 

留意すべき事項 

エ 森林病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項 

 

（２）森林法施行規則第３３条１号ロの規定に基づく区域について、別表３のとおり定めるものとする。 
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 ２ 生活環境の整備に関する事項 

  特になし 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

特になし 

 

 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

丸山地区は、森林とのふれあいの場として平成２年度から平成４年度にかけて生活環境保全林が整備され

ており、平成１０年度にはキャンプ場を造成し、散策などを楽しむことができる。 

また、平成８年度にオープンした大山ガーデンプレイスでは地元の農林産物が販売されており、都市との

交流が図られている。これらの施設等を活用して地域の活性化を推進する。 

 

    ○森林の総合利用施設の整備計画 

施設の種類 
現 状（参考） 将 来 

対図番号 
位置 規 模 位置 規 模 

生活環境保全林 

（ふれあいの森） 
丸山 

面 積   34.75ha 

    △1  

キャンプ場  

炊事棟   1 棟 

トイレ   1 棟 

管理棟   1 棟 

駐車場   12 台 

大山ガーデンプレイス 

（交流センター） 
丸山 

展示交流室  
    △2  

交流広場等  

交流の森 丸山 遊歩道      △3  
 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

 （１）地域住民参加による取り組みに関する事項 

自然の大切さと森林への愛着を育むために住民に対する森林、林業体験学習を行うと共に、本町の特産  

物である「しいたけ」の普及拡大のために小学生を対象とした植菌学習会を実施する。 

 

 （２）上下流連携による取り組みに関する事項 

  本町の中心を流れる日野川は、その周辺及び下流域の市町村の水源として重要な役割を果たしている。 

 このようなことから、近隣市町村と連携して森林保全活動を広域的に推進する。 

 

（３）その他 

特になし 

 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

 特になし 

 

７ その他必要な事項 

特になし 



【別表１】

森林の区域（林班） 面積（ha）

１～１７、１８Ａ～Ｃ、１４３～１５４、１５５Ａ～ＤＧＨ、１５６
～１６６ＡＢＤＥ、１６７～１７２ＡＦ、１７３～１７８、１８２ １
 ８３～１８５ＡＥ、１８６Ａ、１８７Ａ、１８９ＡＢＤ～Ｇ、１９０
ＡＣ～Ｆ、１９１Ｂ～Ｆ、１９２ＡＣ～Ｆ、１９３、１９４、１９５
Ｈ、１９６ＥＧ～Ｊ、１９７、１９８Ａ～ＤＧ、１９９、２００Ａ
Ｃ、２０１、２０２、２０３ＡＣ、２０４ＢＤ、２０５ＡＢＣ、２０
６Ａ～ＥＧＨ、２０７Ａ～Ｅ、２０８～２１２、２１３Ａ、２１５、
２１６Ａ、２１９Ｄ、２２０～２２３、２２５～２２７

●以下の森林の図１に示す区域以外
１６６Ｃ、１７２Ｂ～Ｅ、１７９～１８１ １８２、１８５Ｂ、１８６
ＢＣＤ、１８７Ｂ、１８８、１８９Ｃ、１９０Ｂ、１９１Ａ、１９２
Ｂ、１９５Ａ～ＧＩ、１９６Ａ～ＤＦ、１９８ＥＨ、２００ＢＤ、２
０３Ｂ、２０４ＡＣＥ、２０５Ｄ～Ｈ、２０６Ｆ、２０７ＦＧ、２１
３ＢＣ、２１４、２１６Ｂ、２１７、２１８、２１９ＡＢＣ、２２４
ＡＢ

１８Ｄ～Ｆ、１９～３０、１０１～１１６、１１７Ａ～Ｃ、１１８～
１２０、１２１Ｂ～Ｇ、１２２～１４２、１８５ＣＤ、１９８Ｆ

●以下の森林の図１に示す区域
１６６Ｃ、１７２Ｂ～Ｅ、１７９～１８１ １８２、１８５Ｂ、１８６
ＢＣＤ、１８７Ｂ、１８８、１８９Ｃ、１９０Ｂ、１９１Ａ、１９２
Ｂ、１９５Ａ～ＧＩ、１９６Ａ～ＤＦ、１９８ＥＨ、２００ＢＤ、２
０３Ｂ、２０４ＡＣＥ、２０５Ｄ～Ｈ、２０６Ｆ、２０７ＦＧ、２１
３ＢＣ、２１４、２１６Ｂ、２１７、２１８、２１９ＡＢＣ、２２４

快適な環境の形成の
機能の維持増進を図
るための森林施業を
推進すべき森林

保健文化機能の維持
増進を図るための森
林施業を推進すべき
森林

土地に関す
る災害の防
止及び土壌
の保全の機
能、快適な
環境の形成
の機能又は
保健文化機
能の維持増
進を図るた
めの森林施
業を推進す
べき森林

区　　分

水源の涵養の機能の維持増進を図
るための森林施業を推進すべき森
林

土地に関する災害の
防止及び土壌の保全
の機能の維持増進を
図るための森林施業
を推進すべき森林

3,610.24
3,683.94

5,049.48
4,975.78



特に効率的な施業が
可能な森林

３Ｂ～ＨＭＮＯ、４Ｂ～ＨＪ、５、８ＢＥＦＫ、１０Ｄ～Ｈ、１１Ｃ
ＩＪＫ、１２ＡＣ～Ｆ、１３ＥＦＭＮＯ、１４ＥＦ、１５Ｃ～Ｌ、１
６ＤＳＴＵ、１４３Ａ、１４４ＡＣ、１４６、１４７、１４９ＡＢ
Ｃ、１５０ＥＦ、１６０ＡＥ～Ｉ、２２０ＢＣ、２２１、２２２、２
２３

948.34

4,723.61

木材の生産機能の維持増進を図る
ための森林施業を推進すべき森林

１ＡＣ～Ｆ、２ＡＢＣＦＧ、３Ｂ～ＨＭＮＯ、４Ａ～ＨＪ、５、６Ａ
Ｂ、７ＡＧ、８Ａ～ＧＩＫＬ、９Ａ～ＤＩＫ、１０ＡＣ～Ｈ、１１Ｂ
ＣＤＦＧＩＪＫ、１２ＡＣ～Ｆ、１３Ａ～ＦＨＩＪＭ～Ｑ、１４ＣＥ
ＦＧＫ、１５Ａ～ＬＮ、１６ＡＢＤＥＧＨＪＫＰＱＳＴＵ、１７ＢＧ
Ｈ、１８Ｃ～Ｆ、１９ＡＦ～Ｉ、２０、２１Ａ、２２Ａ～ＤＦＩＭ～
ＰＳ、２３ＤＥＦＨ～Ｌ、２４ＡＥ～ＩＫＬＮＱ、２５Ａ～ＨＪ、２
６ＣＤ、２７Ａ～Ｎ、２８ＢＤＦ～Ｍ、２９Ａ～Ｆ、３０ＤＥＦＩ、
１０１ＡＢＣ、１０３Ａ～ＤＦ～Ｊ、１０４ＡＤ～Ｇ、１０５Ｂ～
Ｉ、１０６ＡＢＩ、１０７ＢＥＦＧ、１０８Ａ、１０９ＣＦ～Ｊ１１
０Ａ～Ｅ、１１１Ｂ～Ｆ、１１２、１１３、１１４ＢＣＤ、１１５Ｂ
～Ｇ、１１６、１１７ＡＢＤＥ、１１８ＡＢＣＥＦＨ、１１９ＡＢＤ
ＦＩＪ、１２０ＣＤ、１２１ＡＤ、１２２Ｆ、１２３、１２４Ａ～
Ｆ、１２６Ｅ、１２７ＡＢＤＥ、１２８Ｂ～Ｈ、１２９ＡＣ～Ｆ、１
３０、１３１Ａ～ＣＥ、１３２ＡＣ、１３３、１３６、１３７ＢＣ
Ｄ、１３８Ａ～ＤＦＧＨ、１３９Ｍ、１４１ＡＢＨ、１４２Ｃ～Ｆ、
１４３～１４７、１４８ＡＢＣ、１４９ＡＢＣ、１５０、１５１、１
５２Ａ、１５３Ａ、１５４ＡＢＣＥ、１５５ＡＢＣＨ、１５６ＡＢＤ
ＥＦ、１５７Ｃ～Ｇ、１５９ＡＢＣＥＧＩＫ、１６０ＡＥ～Ｉ、１６
１ＡＢＦ、１６２ＡＣＤ、１６３ＢＣＤ、１６５Ｄ，１６６ＤＥ、１
６７、１６９ＡＢ、１７０Ｃ、１７１ＣＥ～Ｈ、１７２Ｅ、１７３Ａ
ＢＣＨＩ、１７４Ａ、１７６ＢＣＤ、１８１、１８４ＡＢ、１８６
Ａ、１８８、１８９Ａ、１９１Ａ～ＤＦ、１９２ＡＤＥＦ、１９３
Ａ、１９４ＡＢＣＥＦ、１９５Ｂ～ＥＧＨＩ、１９６ＡＢ、１９７
Ａ、２００ＣＤ、２０７Ｇ、２０９Ｂ、２１０～２１２、２１３Ａ
Ｃ、２１４Ａ、２１６Ｂ、２１７Ｂ、２１９ＢＣＤ、２２０～２２
３、２２４Ａ、２２５ＢＣ、２２６ＡＢＣ



【別表２】

区　　分 森林の区域（林班） 面積（ha）

１～１７、１８Ａ～Ｃ、１４３～１５４、１５５Ａ～ＤＧＨ、１５
６～１６６ＡＢＤＥ、１６７～１７２ＡＦ、１７３～１７８、１８
２ １８３～１８５ＡＥ、１８６Ａ、１８７Ａ、１８９ＡＢＤ～Ｇ、
１９０ＡＣ～Ｆ、１９１Ｂ～Ｆ、１９２ＡＣ～Ｆ、１９３、１９
４、１９５Ｈ、１９６ＥＧ～Ｊ、１９７、１９８Ａ～ＤＧ、１９
９、２００ＡＣ、２０１、２０２、２０３ＡＣ、２０４ＢＤ、２０
５ＡＢＣ、２０６Ａ～ＥＧＨ、２０７Ａ～Ｅ、２０８～２１２、２
１３Ａ、２１５、２１６Ａ、２１９Ｄ、２２０～２２３、２２５～
２２７

●以下の森林の図１に示す区域以外
１６６Ｃ、１７２Ｂ～Ｅ、１７９～１８１ １８２、１８５Ｂ、１８
６ＢＣＤ、１８７Ｂ、１８８、１８９Ｃ、１９０Ｂ、１９１Ａ、１
９２Ｂ、１９５Ａ～ＧＩ、１９６Ａ～ＤＦ、１９８ＥＨ、２００Ｂ
Ｄ、２０３Ｂ、２０４ＡＣＥ、２０５Ｄ～Ｈ、２０６Ｆ、２０７Ｆ
Ｇ、２１３ＢＣ、２１４、２１６Ｂ、２１７、２１８、２１９ＡＢ
Ｃ、２２４ＡＢ

１８Ｄ～Ｆ、１９～３０、１０１～１１６、１１７Ａ～Ｃ、１１８
～１２０、１２１Ｂ～Ｇ、１２２～１４２、１８５ＣＤ、１９８Ｆ

●以下の森林の図１に示す区域
１６６Ｃ、１７２Ｂ～Ｅ、１７９～１８１ １８２、１８５Ｂ、１８
６ＢＣＤ、１８７Ｂ、１８８、１８９Ｃ、１９０Ｂ、１９１Ａ、１
９２Ｂ、１９５Ａ～ＧＩ、１９６Ａ～ＤＦ、１９８ＥＨ、２００Ｂ
Ｄ、２０３Ｂ、２０４ＡＣＥ、２０５Ｄ～Ｈ、２０６Ｆ、２０７Ｆ
Ｇ、２１３ＢＣ、２１４、２１６Ｂ、２１７、２１８、２１９ＡＢ
Ｃ、２２４

複層林施業を推
進すべき森林
（択伐によるも
のを除く）

択伐による複層
林施業を推進す
べき森林

5,049.48
4,975.78

3,610.24
3,683.94

土地に関する災害
の防止及び土壌の
保全の機能、快適
な環境の形成の機
能又は保健文化機
能の維持増進を図
るための森林施業
を推進すべき森林

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林

施業の方法

水源の涵養の機能
の維持増進を図る
ための森林施業を
推進すべき森林

伐期の延長を推進す
べき森林

長期伐期を推進すべ
き森林



【別表３】

区域 林班 区域面積（ha） 大字

１ １、９、１０、１１、１２、１５ 275.32 須村、大原、真野、番原

２ ２、３、４、５ 313.68 丸山

３ ６、７、８ 172.20 小林

４ １３、１４、１６、１７、１８、１９ 214.15 清原、久古、福岡原、口別所、吉定、岸本

５
２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２
９、３０

477.96 上細見、大殿、小野、小町、坂長、岩屋谷

６ １０１、１０２、１０３ 144.52 上野

７ １０４、１０５、１０６、１０７ 337.65 金屋谷

８ １０８、１０９、１１０、１１１ 189.16 岩立

９ １１２、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１１８ 322.73 大倉

１０ １１９ 81.63 長山

１１ １２０、１２１ 114.78 谷川

１２ １２２、１２３、１２４、１２５ 181.01 宮原

１３ １２６、１２７、１２８、１２９ 187.84 白水、根雨原

１５ １３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５ 410.99 荘

１６ １３６、１３７、１３８ 194.76 父原

１７ １３９ 89.00 古市

１８ １４０、１４１、１４２ 148.55 宇代

１９
１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、
１５０

463.69 大内

２０ １５１、１５２、１５３、１５４ 186.11 添谷

２１ １５５、１５６、１５７ 183.48 福兼

２２ １５９ 102.83 富江

２３ １５８、１６０ 101.20 福兼、大瀧

２４ １６１ 71.88 栃原

２５ １６２、１６３、１６４、１６５ 143.88 大坂

２６ １６６、１６７、１６８、１６９、１７０ 221.75 三部

２７
１７１、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１７７、
１７８、１７９、１８０、１８１、１８２、１８３

820.62 二部

２８
１８４、１８５、１８６、１８７、１８８、１８９、１９０、
１９１、１９２、１９３、１９４

659.18 畑池

２９
１９５、１９６、１９７、１９８、１９９、２００、２０１、
２０２、２０３、２０４、２０５、２０６、２０７

866.39 福岡

３０ ２０８、２０９、２１０、２１１、２１２ 234.60 焼杉

３１ ２１３、２１４、２１５、２１６、２１７、２１８、２１９ 376.48 福居

３２ ２２０、２２１、２２２、２２３、２２４、２２５ 317.08 船越

３３ ２２６、２２７ 73.95 福島、福吉








